
事 務 連 絡 
令和２年６月１６日 

 
各都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課 御中 

 
文部科学省総合教育政策局教育改革・国際課 

 
学校におけるＮＧＯ相談員制度の活用について（協力依頼） 

 
標記について、令和２年６月１０日付け国協民第５５１９号で外務省国際協力局民間援

助連携室長より別紙（写）のとおり協力依頼がありました。 
国際化が急速に拡大・進展する時代において、広い視野をもち、異文化を理解し尊重す

るとともに、異なる文化を持った人々と共に生きていく資質や能力の育成を図ることは極

めて重要です。 
ついては、別紙（写）の取組も参考にしながら、各学校における国際理解教育の更なる

推進に御協力の程よろしくお願いいたします。 
都道府県教育委員会におかれては、所管の学校、及び域内の市町村教育委員会に対し、

指定都市教育委員会におかれては、所管の学校に対し、本件の周知をよろしくお願いいた

します。 
なお、本制度の詳細につきましては、下記外務省国際協力局民間援助連携室までご連絡

いただきますようお願いいたします。 
 
 

【本制度に関するお問い合わせ先】 
外務省国際協力局民間援助連携室 

外務事務官（橋本） 
TEL：03-5501-8361（民間援助連携室直通） 

FAX：03-5501-8360 

 

 
【本事務連絡に関するお問い合わせ先】 

文部科学省総合教育政策局教育改革・国際課 
国際理解教育係（飯名、澤村） 

TEL：03-5253-4111（内線 3487） 

FAX：03-6734-3711 

 




